別紙１
犬抑留所管理等業務実施要領

第１　委託業務の内容及び執行方法について
　　　次の業務を誠実に実施するものとする。
　１　抑留所の維持管理に関する業務
　　(1)　日常清掃（毎日１回実施）
      ア　事務室内の清掃
        ①　床
        ②　湯沸器、流し台
        ③　茶殻、紙くず等の処理
        
      イ　犬舎の床及び檻の清掃
  　    ①　抑留犬等の排泄物の処理
        ②　毛、鎖、段ボール箱等の処理
        ③　犬舎床面、腰板、檻の水洗、消毒
      ウ　抑留所外の清掃
        ①　敷地内の清掃（除草、降雪期の除雪を含む）
        ②　排水溝の清掃
    (2)　特別清掃（年１回：動愛護週間（９月20日～26日）の間に実施）
      ア　壁面及び天井の清掃
        ①　塵芥及びクモの巣等の除去
        ②　雑巾による水拭き
      イ　照明器具及び換気扇
        ①　電球、蛍光管を取り外し水拭き
        ②　換気扇の分解掃除
      ウ　窓ガラスの清掃
          水拭きと洗剤による磨き上げ
      エ　その他
          抑留所周囲の清掃
　２　抑留犬等の飼養管理に関する業務（朝夕の１日２回実施）
    (1)　給餌と給水
    (2)　食器、水受けの洗浄、消毒
    (3)　抑留犬等の管理及び健康チェック
    (4) 　運動

第２　危害防止について
動物及びその管理者に対し、動物愛護の精神にのっとり、誠意をもって対応するものとする。また、動物から危害を受けないよう、事故の防止に細心の注意を払うものとする。

第３　事故発生時の処置について
管理業務の実施中に事故が発生した場合は、速やかに狂犬病予防員に報告し、その指示を受けるものとする。

第４　管理等業務の記録、報告について
別紙に定める管理日誌に管理の状況を記録し、１か月ごとに県南広域振興局長に提出するものとする。

